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補助金の交付申請又は受給される皆様へ 

 

当法人の補助金については、国庫補助金等の公的資金を財源としており、社会的にその適正な

執行が強く求められております。当然ながら、当法人としましても、補助金に係る不正行為に対し

ては厳正に対処いたします。 

従って、当法人の補助金に対し交付の申請をされる方、申請後、採択が決定し補助金を受給され

る方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、補助金の申請又は受給を

行っていただきますようお願いします。 

 

１． 補助金の申請者が当法人に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記

述を行わないで下さい。 

 

２． 当法人からの補助金の予約決定通知を受け取る前に、補助対象として申し込んだ補助対象蓄

電システム等についての売買等の契約の締結する場合や、発注等を完了させた場合について

は、補助金を受給できません。 

 

３． 当法人からの予約決定通知後に、正当な理由なく予約の辞退や取下げがあった場合は、次回

以降の申請について、お断りすることがあります。 

 

４． 補助金で取得、又は効用の増加した財産（取得財産等）を、当該資産の処分制限期間内に処

分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること

をいう）しようとするときは、事前に処分内容等について当法人の承認を受けなければなり

ません。なお、当法人は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあ

ります。 

 

５． また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、当法

人として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

 

６． 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを

行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金（年１０．９５％の

利率）を加えた額を返還していただくことになります。併せて、当法人から新たな補助金等

の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を

公表させていただきます。 

 

７． なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）の第２９条から第３２条において、刑事罰等を科

す旨規定されています。 

 一般社団法人 環境共創イニシアチブ 
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１．事業概要 

  

１－１．事業目的 

本事業は、電力需給対策の一環として、一般家庭及び事業所等で定置用リチウムイオン蓄電池

（以下「蓄電システム」という。）の導入に際し、設置する機器及び付帯設備費用を補助し、電

力使用の合理化の取り組みを促進することを目的とする。 

 

１－２．事業概要 

一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）が認める蓄電システムの導入

を行う一般家庭や事業所等に対して、導入のための経費（蓄電システム費用、工事費用の一部）

を予算の範囲内で補助する。 

 

（１） 事業名 

定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金 

 

（２） 補助対象機器 

本事業で補助対象とする蓄電システムは、リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コ

ンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成さ

れ、且つ安全等を定めた「定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金の補助対

象基準」（以下「補助対象基準」という。）に準拠していることが、第三者である指定認証機

関の認証や審査に基づきＳＩＩにより認められているものとする。なお、リチウムイオン蓄

電池部は、リチウムの酸化、還元で電気的エネルギーを供給する蓄電池とする。 

※「補助対象基準」は、ＳＩＩのホームページを参照。 

※中古品は対象外とする。 

※申請代行手数料は、補助対象とならない。 

※大型カスタム蓄電システムに関しては「応募要領（別冊）大型カスタム蓄電システム用」 

 を参照。 

 

（３）補助対象者 

下記いずれかに該当する者。 

① 日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを設置する個人（個人事業主含む）。 

② 日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを設置する法人。 

③ 日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを個人（個人事業主含む）又は法人に

貸与する法人（リース事業者、新電力（ＰＰＳ）事業者等）。 

 

（４）補助率 

定率（１/３） 
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（５）補助上限額 

①ＳＩＩが認める蓄電システムを設置する個人（個人事業主含む）の場合は、補助金額 

の上限を１００万円とし、その範囲内で機器費の１/３を補助する。 

②ＳＩＩが認める蓄電システムを設置する法人の場合は、補助金額の上限を１億円とし、そ

の範囲内で機器費及び付帯設備費、工事費の合計額の１/３を補助する。また、工事費の

補助金額は機器費の補助金額を上限とする。  

但し、法人であって、ＳＩＩが認める蓄電システムを民生用住宅の専有部分に設置する場

合、当該部分一件当たりの補助金額の上限を１００万円とし、その範囲内で機器費の１/

３を補助する。 

 

（６）補助金の申請方法 

    補助金の申請は、対象となる蓄電システムを設置する前後において、以下の申請を行う 

    こととする。 

① 予約申請 

対象となる蓄電システムを契約または購入、設置する前に予約申請を行うこと。ＳＩＩ

により予約申請が認められた場合、予約決定通知書が発行される。 

※補助対象機器であって、予約申請の開始前に契約または購入、設置された機器については、

補助対象外とする。また、特定の機器が補助対象として指定される前にその機器を契約ま

たは購入、設置された場合も補助対象外とする。 

② 交付申請（実績報告） 

     予約決定通知書を受け取った後、予約申請時に設置を予定した蓄電システムの 

     契約または購入、設置を速やかに完了させ、交付申請を行うこと。ＳＩＩにより交付申

請が認められた場合、補助金交付決定通知書が発行される。 

※交付申請は、設置工事の完了報告（実績報告）を兼ねるため、補助対象機器の設置工事完

了後に合わせて申請手続きを行うこととする。 

 

  （７）事業期間 

予約申請の公募開始から平成２６年３月３１日まで。 

但し、予約申請期限は平成２５年９月３０日までとし、交付申請期限は平成２６年１月末

日（予定）までとする。 

※蓄電池設置場所住所が「本補助金を前提に地方議会の議決がなされている地域」の場合、 

 予約申請は平成２５年１２月３１日まで受け付ける。 

※予約決定通知書送付前に契約または購入、設置した場合は対象外とする。 

※予約申請の合計額が予算額に達した場合、予約申請受付期間内であっても受付を終了 

 する。 

 

２．公募の総額 

２１０億円の内数 
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３．事業スキーム 

 

  （個人が自ら所有する住宅に設置する場合の例） 
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４．補助対象 

補助金の対象となる機器についてはＳＩＩホームページ（http://www.sii.or.jp/）の「補助

対象機器一覧」に掲載する。ここに掲載されていない機器は補助対象外とする。 

※ 補助対象については、今後、国内外における規格の整備の進捗その他の市場環境の変化に応

じ、所要の措置を講じた上で修正する可能性がある。 

※ ＳＩＩは製造事業者等から申請された内容の審査を行い、申請された機器を補助対象機器に

指定し、順次ホームページに掲載する。 

※ 補助金交付制度上、申請金額が標準的な金額（ＳＩＩが市場調査等により算定した金額）に

対して著しく高額な場合、補助申請金額全額が支払われない場合がある。 

※大型カスタム蓄電システムに関しては「応募要領（別冊）大型カスタム蓄電システム用」を 

 参照。 

 

４－１．補助対象の範囲 

本事業で補助対象とする蓄電システムは、リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コ

ンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、

且つ安全等を定めた「補助対象基準」に準拠していることが、第三者である指定認証機関の認

証や審査に基づきＳＩＩにより認められているものとする。なお、リチウムイオン蓄電池部は、

リチウムの酸化、還元で電気的エネルギーを供給する蓄電池とする。 

また、申請者が法人格を有し、且つ蓄電容量が１０ｋＷｈ以上の蓄電システムである場合、

補助対象機器を設置する工事費と、補助対象機器に付随する筐体（キュービクル）や表示装置

などの「付帯設備費」を対象とする。詳細に関しては「補助対象基準」を参照。 

 

補助金受給者（申請主体） - 個人(※１) 法人(※２) 

蓄電システムの蓄電容量 １．０kWh未満 １．０ｋWh以上 
１．０ｋWh以上 

１０ｋWｈ未満 

１０ｋWh

以上 

蓄電 

システム 

下記①②の両方を備えた蓄電システム 

①蓄電池部（リチウムイオン蓄電池） 

②電力変換装置（インバータ、コンバー

タ、パワーコンディショナ（※３）等） 

補助対象外 

補助対象 

付帯 

設備 

①キュービクル（※４） 

②計測・表示装置（※５） 

など 

補助対象外（※６） 

補助 

対象 

工事 

①基礎工事 

②据付・配線工事 

など 

補助対象外 

※１ 個人の補助金額の上限は１００万円までとする。 

※２ 法人の補助金額の上限は１億円までとする。 

※３ 補助対象機器に付随するものに限ること。 
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※４ キュービクルとは、リチウムイオン蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出

力用過電流遮断器、配線等を収納する箱（外箱）であり、各種法令によ

り定められた基準に準拠するものとする。  

※５ 他の機器に付随しない蓄電システム専用のものに限ること。 

※６ 付帯設備は、蓄電システムと一体型の機器として指定認証機関の認証を取得し、ＳＩ

Ｉに認められた場合、蓄電容量が１．０ｋＷｈ以上、１０ｋＷｈ未満であっても、補

助対象とする。 

但し、以下は補助対象外とする。 

① 撤去費（既存建築物解体費、既存設備の撤去費）、外構工事費及び設備本体に直接関係の

ない工事費。 

② 調機、照明器具、発電装置等、負荷となる設備費。 

③ 経費（設計費、管理費、交通費、会議費、手数料 など）。 

④ 消費税。 

 

４－２．付帯設備及び工事費 

蓄電容量１０ｋＷｈ以上の蓄電システムを事業所等に設置する場合であり、且つ申請者が法

人格を有する場合のみ、以下の付帯設備及び工事費を補助対象とする。但し、付帯設備、及び

工事費の補助金額は機器費の補助金額を上限とする。付帯設備及び工事費の補助申請を行う事

業者（所有権者）は、申請対象が以下の基準に準拠していることを確認し、申請書に必要事項

を記入のうえ、指定した提出書類とともにＳＩＩに提出すること。 
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４－２－１．付帯設備 

（１）キュービクル 

屋内・屋外ともキュービクルは補助対象とする。なお、キュービクルとは、リチウムイオン

蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器、配線等を収納する箱（外箱）で

あり、各種法令により定められた基準に準拠するものとする。 

 

（２）計測・表示装置 

他の機器に付随しない蓄電システム専用の計測・表示装置は補助対象とする。 

 

４－２－２．工事費 

（１）基礎関係工事 

基礎工事は補助対象とする。但し、既設建物の屋上設置の場合、屋上等防水処理工事は必要

最低限を補助対象とする。既設建物の補強工事、整地工事等は補助対象外とする。新築建物

の場合は、補助対象外とする。 

 

（２）据付・配線工事 

据付・配線工事は必要最低限の範囲内のものを補助対象とする。配管、ラック、掘削埋戻し

は必要最低限を補助対象とする。配線の補助金対象となる工事範囲としては、単線結線図１

～３に例として示すように、交流分電盤（接地も含む）から蓄電システムまでと、蓄電シス

テムから負荷分電盤（接地も含む）までを補助対象とする。また、蓄電システムの運用に必

要な信号線工事も補助対象とする。新築建物の場合は、補助対象外とする。 
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系統連系を行う場合は電力会社

との協議を了すること 
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（３）適用規格・法規等 

本工事の設計･施工に当たっては、関連する下記の適用規格・法規等に基づくものとする。 

①労働基準法 

②労働安全衛生法 

③電気事業法 

④電気設備技術基準 

⑤消防法及び関係法令 

⑥建築基準法及び関係法令 

⑦日本工業規格（ＪＩＳ） 

⑧日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） 

⑨日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

⑩日本電線工業会規格（ＪＣＮ） 
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５．実施内容 

定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金の業務については、定置用リチウムイ

オン蓄電池導入促進対策事業費補助金交付規程によるほか、以下による。 

 

５－１．事業スケジュール 

（１）補助金予約申請受付期間 

  平成２４年３月３０日（金）～平成２５年９月３０日（月） 

  ※蓄電池設置場所住所が「本補助金を前提に地方議会の議決がなされている地域」の場合、 

   平成２５年１２月３１日（火）まで受け付ける。 

 

（２）補助金交付申請受付期間 

  平成２４年３月３０日（金）～平成２６年１月末日（予定） 

 

（３）公募説明会 

  公募説明会は下記の日程を持って終了しました。 

   平成２４年４月１９日（木）      公募説明会（東京会場） 

   平成２４年４月２４日（火）      公募説明会（大阪会場） 

   平成２４年４月２６日（木）      公募説明会（仙台会場） 

   平成２４年５月１１日（金）      公募説明会（札幌会場） 

   平成２４年５月１４日（月）      公募説明会（名古屋会場） 

   平成２４年５月１５日（火）      公募説明会（広島会場） 

   平成２４年５月１６日（水）      公募説明会（高松会場） 

   平成２４年５月１７日（木）      公募説明会（福岡会場） 

   平成２４年５月１８日（金）      公募説明会（沖縄会場） 

 

５－２．申請者 

補助金申請者は以下の４つに分類され、提出する申請書・提出書類がそれぞれ異なる。 

 

（１）個人申請者 

日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを設置する個人（個人事業主含む）が申請

を行う場合。 

 

（２）個人申請者（共同申請） 

日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを個人（個人事業主含む）に貸与する法人 

（リース事業者、新電力（ＰＰＳ）事業者等）が、機器を使用するその個人（個人事業主含

む）と共同で申請を行う場合。 

（３）法人申請者 

日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを設置する法人が申請を行う場合。 
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※ 新築分譲マンション等については、開発事業者（デベロッパー等）が予約申請手続きを

行い、共用部分にＳＩＩが認める蓄電システムを設置後、管理組合が所有権を有するこ

とを示す書類が提出できる場合は、対象とする。 

※ 法人が所有、管理する民生用住宅（賃貸住宅、社宅等）の専有部分に設置する場合も対

象とする。申請書は、個人申請者（共同申請）用申請書を使用すること。 

 

（４）法人申請者（共同申請） 

日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを事業者等の法人に貸与する法人（リース

事業者、新電力（ＰＰＳ）事業者等）が、機器を使用するその法人と共同で申請を行う場合。 

 

※申請者（共同申請の場合はその使用者）が、財務諸表等規則第８条で定義されている親会

社、子会社、関連会社及び関係会社から補助対象機器（工事を含む）の調達を受ける場合、

利益等排除の対象とする。また、設置しようとする者または貸与を受けようとする者自身が

製造する蓄電システムを設置する場合についての交付は認めない。 

 （詳しくは５－２－２を参照。） 

 

申請者、代理申請者は特に以下の点に留意すること。また、表紙裏の“補助金の交付申請又は

受給される皆様へ”についても確認すること。 

① 予約決定通知書を受ける前に、導入しようとする補助対象機器の契約または購入・設置を行

わないこと。 

② 申請者、代理申請者は、本補助事業の進捗管理を行い、予定通り設置が完了するように努め

ること。なお、適宜ＳＩＩからその状況報告を依頼する場合がある。 

③ 申請者、代理申請者は、最後まで本補助事業を遂行することを心がけること。なお、予約の

辞退や取下げがあった申請者について、次回以降の申請を受理しない場合がある。 

④ ＳＩＩは蓄電システムを本補助事業の対象として認めるが、補助対象機器の導入を図る予約

者と施工会社等との契約、施工、機器等の品質・性能、導入完了後の保守や保証、知的財産

権等をＳＩＩが保証するものではない。万一上記に関する紛争が起きてもＳＩＩは関与しな

いこととする。 

 ※代理申請者とは、申請者から依頼を受けて申請手続きを代理するもの。 

  代理申請者は、申請者から依頼された内容について、間違いや不備等のないよう注意して申   

   請すること。 
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５－２－１．共同申請の場合 

補助対象となる蓄電システムを使用する個人又は法人に貸与する事業者「リース事業者、新電

力（ＰＰＳ）事業者等」（以下「対象機器所有権者」という。） が申請する場合は、対象機器使

用者と共同申請を行う必要がある。対象機器所有権者が主となり、対象機器使用者とともに共同

申請を行うこと。 

 

（１）リース料金 

補助金は対象機器所有権者に交付される。リース料金の元金から補助金相当分が減額されて

いることを証明する書類（補助金無しの場合のリース料金と補助金有りの場合のリース料金、

リース料金の元金、資金コスト（調達金利根拠、手数料、保険料、税金等を明示））を提示

すること。 

 

（２）リース期間 

導入した補助対象機器を法定耐用年数（６年）の間、使用することを前提とした契約とし、

法定耐用年数以上での契約期間とする。但し、リース契約期間が法定耐用年数より短くせざ

るを得ない正当な理由がある場合は、リース期間満了後、法定耐用年数以上まで再リースす

る旨を契約書・特記事項に記載して法定耐用年数まで補助対象機器を運用する契約とするこ

と。よって、リース終了後、法定耐用年数以内に補助対象機器を撤去する内容の契約につい

て、これを認めない。 

 

５－２－２．補助事業における利益等排除について 

申請者（共同申請の場合はその使用者）が以下の（１）の①及び②の関係にある会社から補 

  助対象機器（工事を含む）の調達をうける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社 

  の場合も含む）は、利益等排除の対象とする。 

  また、設置しようとする者または貸与を受けようとする者自身が製造する蓄電システムを設置 

  する場合についての交付は認めない。 

 

  （１）利益等排除の対象 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関 

連会社及び関係会社を用いる。 

    ①１００％同一の資本に属するグループ企業 

    ②申請者の関係会社（上記①を除く） 

 

  （２）利益等排除の方法 

    ①１００％同一の資本に属するグループ企業の補助対象機器（工事を含む）の申請を行う 

場合、申請金額が当該機器の製造原価以内（または当該工事の工事原価以内）であると 

証明できる場合は、申請金額をもって補助対象経費とする。これによりがたい場合は、 

当該グループ企業の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する 
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売上総利益の割合（以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は０ 

とする）をもって申請金額から利益相当額の排除を行う。 

 

②申請者の関係会社（上記①を除く）の蓄電システム（工事を含む）の申請を行う場合、申

請金額が当該機器の製造原価（または当該工事の工事原価）と当該機器に対する経費等の

販売費及び一般管理費（または当該工事に対する経費等の工事費及び一般管理費）との合

計以内であると証明できる場合、申請金額をもって補助対象経費とする。これによりがた

い場合は、当該関係会社の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対

する営業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は０とす

る）をもって申請金額から利益相当額の排除を行う。 

※ 「製造原価」、「工事原価」、「販売費及び一般管理費」、「工事費及び一般管理費」につい

ては、それが当該機器及び工事に対する経費であることを証明するとともに、その根拠

となる資料も提出すること。 
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５－３．申請フロー 

年間予定
販売事業者

（販売店・製造事業者
ハウスメーカー等）

申請者
（代理申請者）

ＳＩＩ

公募説明会
4月中旬以降

見積書提出

予約申請受付期間は
平成25年9月30日まで

交付申請受付期間は
平成26年1月末日まで

（予定）

事業期間は
平成26年3月31日まで

【ステップ　１】
予約申請
↓

予約決定

【ステップ　２】
購入・設置

【ステップ　３】
交付申請
↓

交付決定
（支払）

販売事業者選定

審査・選考

契約・購入・設置

販売・設置（工事）

販売・設置に関わる

書類提出

・購買証明書類

・保証書

・設置施工完了証明書

補助金交付申請書

兼実績報告書

兼取得財産等明細表提

出

予約決定通知書送付

審査・確定

補助金受取

交付決定通知書送付

補助金振込

補助金予約申請書提出
（その他必要となる添付書類は

5-4-1及び5-4-2の
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５－４．予約申請 

予約申請とは、ＳＩＩが申請件数及び交付予定金額を把握するためのものであり、補助金交

付及び金額を決定するものではない。また予約決定時の予約決定金額は、その後の交付申請時

の上限金額となる。補助金申請者は、蓄電システムの契約または購入、設置を行う前に必ず予

約申請を行わなければならない。 

 

５－４－１．個人申請者及び個人申請者（共同申請）の予約申請方法  

個人申請者及び個人申請者（共同申請）は、以下の必要書類をＳＩＩに提出すること。 

※個人の補助金額の上限は１００万円までとし、その範囲内で機器費の１/３を補助する。  

※工事費は補助対象外とする。 

 

（１）個人申請者用提出書類 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 備考

様式１ 補助金予約申請書

・申請者情報に添付の申請者本人確認書と同じ内容が記載されている。
・設置施工情報に記載する日付は、補助金交付申請期限の平成26年1月末日
以前である。
・設置機器情報の見積金額は、見積書の補助対象機器の金額（工事費、消費
税、諸経費含まず）が記載されている。
【要：申請者、（代理申請者）署名捺印】
・同意事項に署名捺印がされている。
・代理申請を行う場合、代理申請者の署名捺印がされている。
・署名は自筆である。

●

様式２ 申請者本人確認書類

・補助金予約申請書の申請者情報を証明する内容である。
・下記の書類のうちいずれか一つの写しである。
※有効期限内のものであること。
①運転免許証　②健康保険証　③住民基本台帳カード　④日本国パスポート
⑤外国人登録証明書　⑥身体障害者手帳　⑦療育手帳　⑧精神障害者保健
福祉手帳

●

様式３ 蓄電システム見積書

【要：発行者（販売事業者）の捺印】
・見積書に発行者（販売事業者）の捺印がされている。
・「宛先（注文者）」に申請者の氏名が記載されている。
・補助対象である「蓄電システムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」
が正確に記載されている。
・補助対象機器の金額（工事費、消費税、諸経費含まず）が明確に記載されて
いる。

●

予約申請　【個人申請者用】提出書類
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（２）個人申請者（共同申請）用提出書類 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 備考

様式１ 補助金予約申請書

・設置施工情報に記載する日付は、補助金交付申請期限の平成26年1月末日
以前であること。
・設置機器情報の見積金額は、リース見積書の補助対象機器の金額（工事
費、消費税、諸経費含まず）が記載されている。

●

様式２ 共同申請者予約申請書

・所有権者情報に、添付の実在証明書類と同じ内容が記載されている。
・所有権者情報の担当者名は、添付の本人確認書類と同じ内容が記載されて
いる。
・使用者情報は、補助金予約申請書に記載した同じ使用者情報である。
・リース契約情報のリース期間は、法定耐用年数（６年）以上である。
【要：対象機器使用者、対象機器所有権者の捺印】
・同意事項に、対象機器使用者と対象機器所有権者の両名の署名捺印がさ
れている。
・署名は自筆である。

●

様式３
対象機器所有権者
実在証明書類

・予約申請書の提出日から３ヶ月以内に発行された書類である。
・共同申請者予約申請書に記載する対象機器所有権者情報と同じ内容であ
る。
・下記の書類のうち、いずれか一つの書類が添付されている。
①商業登記の現在事項証明書　②商業登記の履歴事項証明書　③法人印の
印鑑登録証明書

●

様式４
対象機器所有権者

財務諸表
・直近3期分の決算報告書（損益計算書、貸借対照表）が添付されている。 ●

様式５
対象機器所有権者
担当者本人確認書類

・共同申請者予約申請書の担当者名に記載した内容を証明する書類である。
・下記の書類のうちいずれか一つの写しである。
※有効期限内のものであること。
①運転免許証　②健康保険証　③住民基本台帳カード　④日本国パスポート
⑤外国人登録証明書　⑥身体障害者手帳　⑦療育手帳　⑧精神障害者保健
福祉手帳

●

様式６
蓄電システム
リース見積書

【要：発行者（リース事業者等）の捺印】
・見積書に発行者（リース事業者等）の捺印がされている。
・「宛先（注文者」に対象機器使用者の氏名が記載されている。
・「対象機器使用者名」「対象機器所有権者名」「リース開始日」「リース終了
日」「リース期間」が明確に記載されている。
・補助対象である「蓄電システムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」
「補助対象機器の金額（工事費、消費税、諸経費含まず）」が明確に記載され
ている。
・リース料金は元金（機器費）から補助金相当分を減額した金額で算出されて
いる。
・補助金無しの場合のリース料金と補助金額有りの場合のリース料金、リース
料金の元金、資金コスト（調達金利根拠、手数料、保険料、税金等）が明示さ
れている。
・リース契約期間が、補助対象機器の法定耐用年数（６年）以上である。
・補助金予約申請書記載の内容を証明する内容である。

●

予約申請　【個人申請者(共同申請）用】提出書類
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５－４－２．法人申請者及び法人申請者（共同申請）の予約申請方法 

法人申請者及び法人申請者（共同申請）は、以下の必要書類をＳＩＩに提出すること。 

※法人の補助金額の上限は１億円（一つの敷地内に購入・設置する場合）までとし、その範囲

内で機器費、及び付帯設備費、工事費の合計額の１/３を補助する。 

※工事費・付帯設備については複数の業者（３社以上）から見積書を取得し、うち最も安価な

ものに基づいて申請書等を作成すること。また合わせて設置図面、配線系統図、工事費内訳

書を提出すること。 

（１） 法人申請者用提出書類 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 備考

様式１ 補助金予約申請書

・申請者情報記載に添付の申請者本人確認書と同じ内容が記載されている。
・設置施工情報に記載する日付は、補助金交付申請期限の平成26年1月末日
以前である。
・補助対象経費内訳書の補助申請金額合計が記載されている。
【要：申請担当者、署名捺印】
・同意事項に申請担当者の署名捺印がされている。
・署名は自筆である。

●

様式２ 補助対象経費内訳書

・見積書の補助対象経費機器の金額（工事費、消費税、諸経費含まず）、台数
が記載されている。
・工事費の補助金申請をしない場合は、設備工事情報には￥０と記載してい
る。
・工事費の補助金申請をする場合、設備工事情報には複数の工事業者から
取得した見積りのうち最も安価な金額を記載している。

●

様式３
法人申請者
実在証明書類

・予約申請書の提出日から３ヶ月以内に発行された書類である。
・補助金予約申請書に記載する申請者情報と同じ内容である。
・下記の書類のうち、いずれか一つの書類が添付されている。
①商業登記の現在事項証明書　②商業登記の履歴事項証明書　③法人印の
印鑑登録証明書

●

様式４ 法人申請者　財務諸表 ・直近3期分の決算報告書（損益計算書、貸借対照表）が添付されている。 ●

様式５ 蓄電システム見積書

【要：発行者（販売事業者）の捺印】
・見積書に発行者（販売事業者）の捺印がされている。
・「宛先（注文者）」に申請者の法人名が記載されている。
・補助対象である「蓄電システムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」
が正確に記載されている。
・補助対象機器の金額（工事費、消費税、諸経費含まず）が明確に記載されて
いる。
※複数台設置の場合、１台当たりの金額と設置台数がわかるもの。

●

様式６

蓄電システム
設置工事費見積書

及び
蓄電システム指定工事
費内訳書(別紙１)

/
蓄電システム指定工事
費内訳明細書(別紙２)

※工事費が発生しない場合、もしくは補助対象とならない場合本書類は添付
不要である。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・異なる３社以上の設置・施工事業者から設置工事費見積書と指定工事費内
訳書（別紙１）を取得し、うち最も安価なものに基づいた金額が補助金予約申
請書に記載されている。
・３社見積りの内、採用された最も安価なものについては、指定工事費内訳明
細書（別紙２）を取得すること。
・見積書に設置・施工事業者の捺印がされている。
・ＳＩＩ指定工事費内訳書・指定工事費内訳明細書には、設置工事費見積書の
うち補助対象となる申請金額を抜粋した金額が記載されている。
・「宛先（注文者）」に申請者の法人名が記載されている。

●

３社見積り

別紙２は
１社分

様式７

蓄電システム
配置図面
及び

蓄電システム
配線系統図面

※工事費が発生しない場合、もしくは補助対象とならない場合本書類は添付
不要である。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・設置・施工事業者名が明記されている。
・補助対象経費に記載した、複数の設置・施工事業者から取得した見積りのう
ち最も安価な業者が発行した配置図面及び配線系統図面が添付されている。
・工事範囲・補助対象範囲がわかるように朱記されている。
・配線の太さ、接続先が記載されている。

● 1社

予約申請　【法人申請者用】提出書類
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（２）法人申請者用（共同申請）提出書類 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 備考

様式１ 補助金予約申請書
・設置施工情報に記載する日付は、補助金交付申請期限の平成26年1月末日
以前であること。
・補助対象経費内訳書の合計が記載されている。

●

様式２ 共同申請者予約申請書

・所有権者情報に、添付の実在証明書類と同じ内容が記載されている。
・所有権者情報の担当者名は、添付の本人確認書類と同じ内容が記載されて
いる。
・使用者情報は、補助金予約申請書に記載した同じ使用者情報である。
・リース契約情報のリース期間は、法定耐用年数（６年）以上である。
【要：対象機器使用者、対象機器所有権者の捺印】
・同意事項に、対象機器使用者と対象機器所有権者の両名の署名捺印がさ
れている。
・署名は自筆である。

●

様式３ 補助対象経費内訳書

・見積書の補助対象機器の金額（工事費、消費税、諸経費含まず）、台数が記
載されている。
・工事費の補助金申請をしない場合は、設備工事情報には￥０と記載してい
る。
・工事費の補助金申請をする場合は、設備工事情報には複数の工事業者か
ら取得した見積りのうち最も安価な金額を記載している。

●

様式４
対象機器所有権者
実在証明書類

・予約申請書の提出日から３ヶ月以内に発行された書類である。
・共同申請者予約申請書に記載する対象機器所有権者情報と同じ内容であ
る。
・下記の書類のうち、いずれか一つの書類が添付されている。
①商業登記の現在事項証明書　②商業登記の履歴事項証明書　③法人印の
印鑑登録証明書

●

様式５
対象機器所有権者

財務諸表
・直近3期分の決算報告書（損益計算書、貸借対照表）が添付されている。 ●

様式６
対象機器所有権者
担当者本人確認書類

・共同申請者用申請書の担当者名に記載した内容を証明する書類である。
・下記の書類のうちいずれか一つの写しである。
※有効期限内のものであること。
①運転免許証　②健康保険証　③住民基本台帳カード　④日本国パスポート
⑤外国人登録証明書　⑥身体障害者手帳　⑦療育手帳　⑧精神障害者保健
福祉手帳

●

様式７
蓄電システム
リース見積書

【要：発行者（リース事業者等）の捺印】
・見積書に発行者（リース事業者等）の捺印がされている。
・「宛先（注文者」に対象機器使用者の法人名が記載されている。
・「対象機器使用者名」「対象機器所有権者名」「リース開始日」「リース終了
日」「リース期間」が明確に記載されている。
・補助対象である「蓄電システムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」
「補助対象機器の金額（工事費、消費税、諸経費含まず）」が明確に記載され
ている。
※複数台設置の場合、１台当たりの金額と設置台数がわかるもの。
・リース料金は元金（補助対象費）から補助金相当分を減額した金額で算出さ
れている。
・補助金無しの場合のリース料金と補助金有りの場合のリース料金、リース料
金の元金、資金コスト（調達金利根拠、手数料、保険料、税金等）が明示され
ている。
・リース契約期間が、補助対象機器の法定耐用年数（６年）以上である。
・補助金予約申請書記載の内容を証明する内容である。

●

様式８

蓄電システム
設置工事費見積書

及び
蓄電システム指定工事
費内訳書(別紙１)

/
蓄電システム指定工事
費内訳明細書(別紙２)

※工事費が補助対象とならない場合本書類は添付不要である。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・異なる３社以上の設置・施工事業者から設置工事費見積書と指定工事費内
訳書（別紙１）を取得し、うち最も安価なものに基づいた金額が補助金予約申
請書に記載されている。
・３社見積りの内、採用された最も安価なものについては、指定工事費内訳明
細書（別紙２）を取得すること。
・見積書に設置・施工事業者の捺印がされている。
・ＳＩＩ指定工事費内訳書・指定工事費内訳明細書には、設置工事費見積書の
うち補助対象となる申請金額を抜粋した金額が記載されている。
・「宛先（注文者）」に申請者の法人名が記載されている。

●

３社見積り

別紙２は
１社分

様式９

蓄電システム
配置図面
及び

蓄電システム
配線系統図面

※工事費が補助対象とならない場合本書類は添付不要である。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・設置・施工事業者名が明記されている。
・補助対象経費に記載した、複数の設置・施工事業者から取得した見積りのう
ち最も安価な業者が発行した配置図面及び配線系統図面が添付されている。
・工事範囲・補助対象範囲がわかるように朱記されている。
・配線の太さ、接続先が記載されている。

● 1社

予約申請　【法人申請者(共同申請）用】提出書類
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５－４－３．書類提出 

補助金申請者は予約申請書類一式を作成後、原本をＳＩＩに郵送する。 

封筒表面に赤字で『補助金予約申請書在中』と必ず記入すること。 

書類提出の際は以下の点に留意すること。 

①ＳＩＩから申請者に申請書受け取りの連絡は行わない。 

②提出は郵送によるものとする。申請書は信書に該当するため、宅配便等で送付することは法

律で認められていない。 

③到着確認の問い合わせについて、ＳＩＩでは応じないこととする。到着確認が必要な場合は

書留または簡易書留にて送付すること。 

④受理した申請書等は返却しないこととする。（内容について確認する場合があるため、予約申

請書類一式の写し（コピー）を申請者が必ず保管すること。） 

⑤書類の差し替えについては応じないこととする（ＳＩＩが求める場合を除く）。 

⑥申請書類の記述内容に虚偽が認められた場合は、申請を受理しない場合がある。 

⑦申請書類が、応募要領に従っていない場合や重度の不備がある場合は、申請を原則受理しな

いこととする。 

 

５－５．予約決定 

予約申請書を受け付けた後、ＳＩＩが審査・選考を行い、その内容が適正であると認められ

る者に対し予約決定通知書を発行する。なお、予約決定通知書は、補助金交付及び金額を決定

するものではない。 

※予約の決定については、採択、不採択に関わらず文書にて申請者に通知することとする。 

 審査状況の問い合わせについて、ＳＩＩでは応じないこととする。 

※補助金交付制度上、見積金額が標準的な金額（ＳＩＩが市場調査等により算定した金額）に

対して著しく高額な場合、補助申請金額全額が支払われない場合がある。 

※住所等の変更について、申請者がＳＩＩに対し連絡を行わなかったために、ＳＩＩからの通 

知または送付書類が延着、不着となった場合でも、当該通知または送付書類は、通常到着す 

べき時に申請者に到着したものとする。 

 

５－６．予約申請の取下げ 

  予約決定の通知を受けた場合において、何らかの理由により当該申請の取下げを行うときは、

当該通知を受けた日から１０日以内に、ＳＩＩに連絡をし、予約申請取下げ届出書をＳＩＩに提

出すること。 

 また、下記に該当する場合は予約申請の取下げを行った後、再度、予約申請書を提出すること。 

  ・予約申請者の変更 

  ・契約または購入、設置する蓄電システムの変更 

 

５－７．本補助事業の計画変更 

予約決定通知書受け取り後、交付申請前に申請内容の変更が発生した場合、速やかにＳＩＩに
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連絡をし、補助事業計画変更承認申請書をＳＩＩに提出すること。 

   変更例） ・申請者、及び代理申請者の住所、連絡先等の変更 

        ・設置場所住所の変更 

 

５－８．契約・購入・設置 

補助金申請者は、予約決定通知書を受け取った後、申請した蓄電システムの契約または購入、

設置を行う。 

 予約決定通知書を受け取る前に、契約または購入、設置、工事を行わないこと。 

 

５－９．交付申請・実績報告 

補助金申請者は蓄電システムを契約または購入、設置、支払い完了後、ＳＩＩに対して補助

金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表等の書類一式を提出すること。 

ＳＩＩホームページ（http://www.sii.or.jp/）の「補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財

産等明細表」をダウンロードし、提出に必要な書類を作成する。 

 

但し、以下の場合は、機器費等の補助対象費用の支払いを完了する前に提出することができ

る。 

  １.住宅金融支援機構が提供しているフラット３５（５０）を利用した場合 

  ２.銀行による与信審査が行われた住宅ローン、リフォームローンを利用した場合 

  ３.個別クレジットを利用し、且つ、購買証明書（売買契約書・領収書等）とともに 

    ＳＩＩ指定の取決書を提出できる場合 
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５－９－１．個人申請者及び個人申請者（共同申請）の交付申請方法  

個人申請者及び個人申請者（共同申請）は、予約決定通知書を受け取った後、速やかに申請

した蓄電システムの契約または購入、設置までを行い、補助金交付に必要な以下の書類をＳＩ

Ｉに提出すること。 

（１） 個人申請者用提出書類 

 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 　備考

様式１
補助金交付申請書
兼実績報告書

兼取得財産等明細表

・ＳＩＩより送付した予約決定通知書に記載してある、「予約決定番号」が間違い
なく記載されている。
・販売事業者情報は、添付する購買証明書類と同じ内容が記載されている。
・設置・施工者情報は、添付する設置・施工完了証明書と同じ内容が記載され
ている。
・設置機器情報は、添付する保証書と同じ内容が記載されている。
・設置機器情報の購入金額には、予約決定通知書記載の補助金額と同額、も
しくは低い金額が記載されていること。
【要：申請者、（代理申請者）署名捺印】
・同意事項に署名捺印がされている。
・代理申請を行う場合、代理申請者の署名捺印がされている。
・署名は自筆である。

●

様式２
補助金振込口座
登録用紙

・通帳・口座証明書と同じ内容が記載されている。
・申請者名義の口座であること。

●

様式３
設置・施工
完了証明書

【要：設置・施工事業者の社名印】
・補助対象機器を設置した業者から発行されたものである。
・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表の設置・施工情報記
載の内容を証明する書類である。
・設置・施工の必要ない補助対象機器の場合、販売事業者が発行、記入、捺
印をしている。
・対象機器使用者情報に記載されている、蓄電システム設置場所住所は予約
決定通知書に記載されている機器設置場所住所と同じである。
・設置機器情報に記載されている完了日は、予約決定通知書発行後の日付で
ある。

●

様式４ 蓄電システム保証書

・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表、設置・施工完了証
明書に記載した型番等を証明する内容である。
・「製品メーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」「蓄電システム製造番号」
が確認できるものである。

●

様式５
蓄電システム
購買証明書類

【要：発行者（販売事業者）の捺印】
・補助対象機器費が完済されていることを証明する書類である。
・対象となる書類は、①蓄電システム領収書　②不動産売買契約書　③工事
請負契約書　等
・「宛先（注文者）」に申請者の氏名が記載されている。
・「発行者（販売事業者）」「購入日」、「領収金額」、補助対象である「蓄電シス
テムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」「蓄電システムの金額（工事
費、消費税、諸経費含まず）」がはっきりわかる写しである。
・個別クレジットを使用した場合に限り、ＳＩＩホームページの「定置用リチウムイ
オン蓄電池導入促進対策事業費補助金（蓄電池事業）補助対象機器に係る
個別クレジット契約による補助金給付に関する取決書」をダウンロードし、併せ
て提出すること。

●

様式６
蓄電システム
設置写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

●

様式７
蓄電システム
銘板写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・提出する保証書記載と同一の型番・製造番号が記載されている銘板を撮影
したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

●

様式８ 通帳・口座証明書

・記載内容がはっきりとわかる写しである。
・「補助金振込口座登録用紙」記載の内容を証明する書類である。
・下記の書類のうちいずれか一つの写しである。
①振込口座情報の記載された預金通帳
②振込口座情報の記載された貯金通帳
③金融機関発行の口座証明書

●

交付申請　【個人申請者用】提出書類
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（２）個人申請者（共同申請）用提出書類 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 　備考

様式１
補助金交付申請書
兼実績報告書

兼取得財産等明細表

・ＳＩＩより送付した予約決定通知書に記載してある、「予約決定番号」が間違い
なく記載されている。
・設置・施工者情報は、添付する設置・施工完了証明書と同じ内容が記載され
ている。
・設置機器情報は、添付する保証書と同じ内容が記載されている。
・設置機器情報の購入金額は、予約決定通知書記載の補助金額と同額、もし
くは低い金額が記載されている。
【要：対象機器使用者、対象機器所有権者の署名捺印】
・同意事項に、対象機器使用者と対象機器所有権者の両名の署名捺印がさ
れている。
・署名は自筆である。

●

様式２
補助金振込口座
登録用紙

・通帳・口座証明書と同じ内容が記載されている。
・申請者名義の口座であること。

●

様式３
設置・施工
完了証明書

【要：設置・施工事業者の社名印】
・補助対象機器を設置した業者から発行されたものである。
・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表の設置・施工情報記
載の内容を証明する書類である。
・設置・施工の必要ない補助対象機器の場合、販売事業者が発行、記入、捺
印をしている。
・対象機器使用者情報に記載されている、蓄電システム設置場所住所は予約
決定通知書に記載されている機器設置場所住所と同じである。
・設置機器情報に記載されている完了日は、予約決定通知書発行後の日付で
ある。

●

様式４ 蓄電システム保証書

・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表、設置・施工完了証
明書に記載した型番等を証明する内容である。
・「製品メーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」「蓄電システム製造番号」
が確認できるものである。

●

様式５
蓄電システム
リース契約
証明書類

【要：申請者（使用者）、共同申請者（リース事業者等）の捺印】
・「対象機器使用者名」「対象機器所有権者名」「リース開始日」「リース終了
日」「リース期間」が明確に記載されている。
・補助対象である「蓄電システムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」
「蓄電システムの金額（工事費、消費税、諸経費含まず）」が明確に記載されて
いる。
・リース料金は元金（機器単体費）から補助金相当分を減額した金額で算出さ
れている。
・リース契約期間が、補助対象機器の法定耐用年数（６年）以上である。

●

様式６
蓄電システム
設置写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

●

様式７
蓄電システム
銘板写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・提出する保証書記載と同一の型番・製造番号が記載されている銘板を撮影
したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

●

様式８ 通帳・口座証明書

・記載内容がはっきりとわかる写しである。
・「補助金振込口座登録用紙」記載の内容を証明する書類である。
・下記の書類のうちいずれか一つの写しである。
①振込口座情報の記載された預金通帳
②振込口座情報の記載された貯金通帳
③金融機関発行の口座証明書

●

交付申請　【個人申請者(共同申請）用】提出書類
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５－９－２．法人申請者及び法人申請者（共同申請）の交付申請方法  

法人申請者及び法人申請者（共同申請）は、予約決定通知書を受け取った後、速やかに申請

した対象となる蓄電システムの契約または購入、設置までを行い、補助金交付に必要な以下の

書類をＳＩＩに提出すること。 

（１） 法人申請者用提出書類 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 　備考

様式１
補助金交付申請書
兼実績報告書

兼取得財産等明細表

・ＳＩＩより送付した予約決定通知書に記載してある、「予約決定番号」が間違い
なく記載されている
・販売事業者情報は、添付する購買証明書類と同じ内容が記載されている。
・設置・施工者情報は、添付する設置・施工完了証明書と同じ内容が記載され
ている。
・設置機器情報は、添付する保証書と同じ内容が記載されている。
・設置機器情報の購入金額には、予約決定通知書記載の補助金額と同額、も
しくは低い金額が記載されていること。
【要：申請者の署名捺印】
・同意事項に、申請者の署名捺印がされている。
・署名は自筆である。

●

様式２ 補助対象機器内訳書
・申請者情報は、補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表と同
じ内容が記載されている。
・設置機器情報は、添付する購買証明書類と同じ内容が記載されている。

●

様式３
補助金振込口座
登録用紙

・通帳・口座証明書と同じ内容が記載されている。
・申請者名義の口座であること。

●

様式４
設置・施工
完了証明書

【要：設置・施工事業者の社名印】
・補助対象機器を設置した業者から発行されたものである。
・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表の設置・施工情報記
載の内容を証明する書類である。
・設置・施工の必要ない補助対象機器の場合、販売事業者が発行、記入、捺
印をしている。
・対象機器使用者情報に記載されている、蓄電システム設置場所住所は予約
決定通知書に記載されている機器設置場所住所と同じである。
・設置機器情報に記載されている完了日は、予約決定通知書発行後の日付で
ある。

●

様式５
設置・施工
完了証明書
（機器明細）

・設置機器情報に、申請する全ての蓄電システムパッケージ型番等が明記さ
れている。

●

様式６ 蓄電システム保証書

・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表、設置・施工完了証
明書に記載した型番等を証明する内容である。
・「製品メーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」「蓄電システム製造番号」
が確認できるものである。

● 設置個数分

様式７
蓄電システム
購買証明書類

【要：発行者（販売事業者）の捺印】
・補助対象費用が完済されていることを証明する書類である。
・対象となる書類は、①蓄電システム領収書　②不動産売買契約書　③工事
請負契約書　等
・「宛先（注文者）」に申請者の法人名が記載されている。
・「発行者（販売事業者）」「購入日」、「領収金額」、補助対象である「蓄電シス
テムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」「蓄電システムの金額（工事
費、消費税、諸経費含まず）」がはっきりわかる写しである。

●

様式８

蓄電システム
設置工事費証明書類

及び
蓄電システム指定工事
費内訳書(別紙１)

/
蓄電システム指定工事
費内訳明細書(別紙２)

※工事費が発生しない場合、補助対象とならない場合本書類は添付不要であ
る。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・工事請負業者から設置工事費証明書類と指定工事費内訳書（別紙１）を取
得し、補助対象金額が補助金交付申請書に記載されている。
・指定工事費内訳明細書（別紙２）も併せて取得すること。
・設置工事費証明書類に設置・施工事業者の捺印がされている。
・指定工事費内訳書・指定工事費内訳明細書には、設置工事費証明書類のう
ち補助対象となる申請金額を抜粋した金額が記載されている。
・「宛先（注文者）」に申請者の法人名が記載されている。

●

様式９

蓄電システム
配置図面
及び

蓄電システム
配線系統図面

※工事費が発生しない場合、補助対象とならない場合本書類は添付不要であ
る。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・設置・施工事業者名が明記されている。
・蓄電システム設置工事後の最終的な図面である。
・工事範囲・補助対象範囲がわかるように朱記されている。
・配線の太さ、接続先が記載されている。

●

様式１０
蓄電システム
設置写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

● 設置個数分

様式１１
蓄電システム
銘板写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・提出する保証書記載と同一の型番・製造番号が記載されている銘板を撮影
したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

● 設置個数分

様式１２ 通帳・口座証明書

・記載内容がはっきりとわかる写しである。
・「補助金振込口座登録用紙」記載の内容を証明する書類である。
・下記の書類のうちいずれか一つの写しである。
①振込口座情報の記載された預金通帳
②振込口座情報の記載された貯金通帳
③金融機関発行の口座証明書

●

交付申請　【法人申請者用】提出書類
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（２） 法人申請者（共同申請）用提出書類 

様式 提出書類名称 確認事項 原本 写し 　備考

様式１
補助金交付申請書
兼実績報告書

兼取得財産等明細表

・ＳＩＩより送付した予約決定通知書に記載してある、「予約決定番号」が間違い
なく記載されている
・設置・施工者情報は、添付する設置・施工完了証明書と同じ内容が記載され
ている。
・設置機器情報は、添付する保証書と同じ内容が記載されている。
・設置機器情報の購入金額は、予約決定通知書記載の補助金額と同額、もし
くは低い金額が記載されている。
【要：対象機器使用者、対象機器所有権者の署名捺印】
・同意事項に、対象機器使用者と対象機器所有権者の両名の署名捺印がさ
れている。
・署名は自筆である。

●

様式２ 補助対象機器内訳書
・申請者情報は、補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表と同
じ内容が記載されている。
・設置機器情報は、添付する購買証明書類と同じ内容が記載されている。

●

様式３
補助金振込口座
登録用紙

・通帳・口座証明書と同じ内容が記載されている。
・申請者名義の口座であること。

●

様式４
設置・施工
完了証明書

【要：設置・施工事業者の社名印】
・補助対象機器を設置した業者から発行されたものである。
・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表の設置・施工情報記
載の内容を証明する書類である。
・設置・施工の必要ない補助対象機器の場合、販売事業者が発行、記入、捺
印をしている。
・対象機器使用者情報に記載されている、蓄電システム設置場所住所は予約
決定通知に記載されている機器設置場所住所と同じである。
・設置機器情報に記載されている完了日は、予約決定通知発行後である。

●

様式５
設置・施工
完了証明書
（機器明細）

・設置機器情報に、申請する全ての蓄電システムパッケージ型番等が明記さ
れている。

●

様式６ 蓄電システム保証書

・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表、設置・施工完了証
明書に記載した型番等を証明する内容である。
・「製品メーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」「蓄電システム製造番号」
が確認できるものである。

● 設置個数分

様式７
蓄電システム
リース契約
証明書類

【要：申請者（使用者）、共同申請者（リース事業者等）の捺印】
・「対象機器使用者名」「対象機器所有権者名」「リース開始日」「リース終了
日」「リース期間」が明確に記載されている。
・補助対象である「蓄電システムメーカー名」「蓄電システムパッケージ型番」
「補助対象経費金額」が明確に記載されている。
・リース料金は元金（補助対象金額）から補助金相当分を減額した金額で算出
されている。
・リース契約期間が、補助対象機器の法定耐用年数（６年）以上である。
・補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表記載の内容を証明す
る内容である。

●

様式８

蓄電システム
設置工事費証明書類

及び
蓄電システム指定工事
費内訳書(別紙１)

/
蓄電システム指定工事
費内訳明細書(別紙２)

※工事費が発生しない場合、もしくは、補助対象とならない場合本書類は添付
不要である。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・工事請負業者から設置工事費証明書類と指定工事費内訳書（別紙１）を取
得し、補助対象金額が補助金交付申請書に記載されている。
・指定工事費内訳明細書（別紙２）も併せて取得すること。
・設置工事費証明書類に設置・施工事業者の捺印がされている。
・指定工事費内訳書・指定工事費内訳明細書には、設置工事費証明書類のう
ち補助対象となる申請金額を抜粋した金額が記載されている。
・「宛先（注文者）」に申請者の法人名が記載されている。

●

様式９

蓄電システム
配置図面
及び

蓄電システム
配線系統図面

※工事費が発生しない場合、もしくは、補助対象とならない場合本書類は添付
不要である。
【要：発行者（設置・施工事業者）の捺印】
・設置・施工事業者名が明記されている。
・蓄電システム設置工事後の最終的な図面である。
・工事範囲・補助対象範囲がわかるように朱記されている。
・配線の太さ、接続先が記載されている。

●

様式１０
蓄電システム
設置写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

● 設置個数分

様式１１
蓄電システム
銘板写真

・補助対象機器の設置後に撮影したものである。
・提出する保証書記載と同一の型番・製造番号が記載されている銘板を撮影
したものである。
・１枚の写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上のサイズ
である。
・カラー印刷もしくはカラープリント写真とする。

● 設置個数分

様式１２
対象機器所有権者
通帳・口座証明書

・記載内容がはっきりとわかる写しである。
・「補助金振込口座登録用紙」記載の内容を証明する書類である。
・下記の書類のうちいずれか一つの写しである。
①振込口座情報の記載された預金通帳
②振込口座情報の記載された貯金通帳
③金融機関発行の口座証明書

●

交付申請　【法人申請者(共同申請）用】提出書類
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５－９－３．書類提出 

補助金申請者は交付申請書類一式を作成後、原本をＳＩＩに郵送する。 

封筒表面に赤字で『補助金交付申請書在中』と必ず記入すること。 

書類提出の際は以下の点に留意すること。 

①ＳＩＩから申請者に申請書受け取りの連絡は行わない。 

②提出は郵送によるものとする。申請書は信書に該当するため、宅配便等で送付することは法

律で認められていない。 

③到着確認の問い合わせについて、ＳＩＩでは応じないこととする。到着確認が必要な場合は

書留または簡易書留にて送付すること。 

④受理した申請書等は返却しないこととする。（内容について確認する場合があるため、交付申

請書類一式の写し（コピー）を申請者が必ず保管すること。） 

⑤書類の差し替えについては応じないこととする（ＳＩＩが求める場合を除く）。 

⑥申請書類の記述内容に虚偽が認められた場合は、申請を受理しない場合がある。 

⑦申請書類が、応募要領に従っていない場合や重度の不備がある場合は、申請を原則受理しな

いこととする。 

 

５－１０．書類提出先及び問い合わせ先 

（１）書類提出先 

    

郵便番号 １００－８６９１ 

銀座郵便局私書箱９６号一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ） 

リチウムイオン蓄電池補助金事務局 担当宛 

 

（２）問い合わせ先 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ） 

リチウムイオン蓄電池補助金事務局 

ＴＥＬ：０５７０-２００－０１７ 

ＰＨＳ 、ＩＰ電話からのご連絡は右記 ＴＥＬ：０３-５８５９-０２０９ 

（平日 ９：００～１７：００） 

 

 

５－１１．審査 

  ＳＩＩは、補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表及び提出書類一式の受領後に提

出書類一式の不備・不足等を確認し、ＳＩＩにより厳正に審査を実施する。 

 なお、申請されたとおりに蓄電システムが設置されているか現地にて検査を行う場合がある。 

 現地検査に協力が得られない場合、申請が認められない場合があるので留意すること。 

  また、審査状況の問い合わせについて、ＳＩＩでは応じないこととする。 



 

25 

 

５－１２．交付決定及び確定について 

   審査の上、申請内容が認められたときは、申請者から提出された補助金交付申請書兼実績報

告書兼取得財産等明細表を請求行為として取り扱い、上記の審査を行い、補助金額及びその交

付を確定し、申請者に対し交付決定額と支払予定日を記載した補助金交付決定通知書を送付す

る。共同申請の場合は対象機器所有権者に対し補助金交付決定通知書を送付する。 

 

５－１３．補助金の支払 

  補助金の交付決定及び確定通知後、その通知書に記載された支払予定日に補助金を振り込む。

また、共同申請の場合は対象機器所有権者に補助金を振り込むこととする。 

 

６．他の補助事業との重複 

  補助対象費用には、国からの他の補助金（負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第２条第

４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号の掲げる資金を含む。）の対象費用を含めないこと。 

 ※国からの他の補助金を重複受給した場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の

取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金（年１０．９

５％の利率）を加えた額を返還することになるため留意すること。 

  

７．取得財産の管理等について 

  申請者は、本補助事業により取得し、または効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。） 

については、本補助事業完了後についても善良な管理者の注意を持って管理し（善良注意義務）、

補助金交付目的に従ってその効率的運用を図ること。 

 申請者は、法定耐用年数（６年）の期間内に取得財産等を処分しようとするときは、あらかじ

め財産処分承認申請書をＳＩＩに提出し、その承認を受けなければならない。万一、未承認のま

ま財産処分が行われた場合は、ＳＩＩは交付決定を取り消し、加算金（年利１０．９５％）とと

もに補助金全額の返還を求めることがある。 

  ＳＩＩは申請者が取得財産等を処分することにより収入があり、または収入があると認められ

るときは、その収入の全部又は一部をＳＩＩに納付させることができるものとする。 

※ なお、補助金交付申請書兼実績報告書兼取得財産等明細表については、取得した財産を適切に

管理する観点から、本事業ではその写し（コピー）を取得財産等管理台帳として取り扱うため、

提出する際にコピーを取り、写しを申請者が必ず保管しておくこと。 

 

８．補助金の返還、取り消し、罰則等について 

  申請者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（以下、「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令及び交付規程に関する違反が判明した場合、次の措置が講じられる。 

  ・交付決定の取り消し、補助金等の返還及び加算金の納付 

  ・適正化法第２９条から第３２条までの規定による罰則 

  ・相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと 
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  ・名称及び不正の内容の公表 

 

９．個人情報の利用目的 

  取得した個人情報については、申請に係る事務処理に利用する他、ＳＩＩが開催するセミナー、

シンポジウム、本補助事業の効果検証のための調査・分析、ＳＩＩが作成するパンフレット・事

例集、国が行うその他調査業務等に利用する場合がある。その場合、国が指定する外部機関に提

供を行う場合がある。また、同一の設備等に対し国から他の補助金等を受けていないかを調査す

るために利用することがある。 

 ※本補助事業による定置用リチウムイオン蓄電池の普及促進を広く一般に公開するため、本補助

事業による成果の発表を行う。発表にあたり、ＳＩＩが必要と認めた内容を個人情報保護に配

慮した形でその公表を行う。 

 

１０．申請者への留意事項 

  申請者は以下の点に留意すること。 

（１） 補助金交付後、補助対象機器は法定耐用年数（６年）の間、ＳＩＩの承認なしに処分でき

ない。 

（２） 申請者は、応募要領について十分理解した上で申請をすること。 

（３） 申請後の変更は原則として認めない。 

（４） 万一、変更が生じた場合は、予めＳＩＩに報告し、ＳＩＩの指示に従うこと。 

（５） 不正回避の方策 

   申請者は不正行為を回避するために以下について留意するとともに、確実に実行すること。 

   ・申請者は虚偽の内容を含む申請をしないこと。その内容に誤りがあることが本補助事業完

了後に判明した場合、民事及び刑事上の法的責任が生じる可能性があることを認識し、誠

実且つ的確な申請を行うこと。 

   ・不正をしたことが明らかになった場合は、補助金が支払われないこと、不正な行為により

補助金を受給した場合は、民事上及び刑事上の法的責任が生じる可能性があることを認識

し、適正に手続きを行うこと。 

 

※表紙裏の“補助金の交付申請又は受給される皆様へ”についても確認すること。 
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１１．様式及び作成要領  

■予約申請【個人申請用】様式１ 
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■予約申請【個人申請用】様式１ ※同意事項   
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■交付申請【個人申請者用】様式１ 
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■交付申請【個人申請者用】様式１ ※同意事項 
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■交付申請【個人申請者用】様式２ 
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■交付申請【個人申請者用】様式３ 
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■予約申請【個人申請者（共同申請）用】様式１ 
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■予約申請【個人申請者（共同申請）用】様式２ 
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■予約申請【個人申請者（共同申請）用】様式２ ※同意事項 
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■交付申請【個人申請者（共同申請）用】様式１ 
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■交付申請【個人申請者（共同申請）用】様式１ ※同意事項 

 

 



 

38 

 

■交付申請【個人申請者（共同申請）用】様式２ 
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■交付申請【個人申請者（共同申請）用】様式３ 
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■予約申請【法人申請用】様式１  
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■予約申請【法人申請用】様式１ ※同意事項 
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■予約申請【法人申請用】様式２ 
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■交付申請【法人申請用】様式１ 
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■交付申請【法人申請用】様式１ ※同意事項 
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■交付申請【法人申請用】様式２  
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■交付申請【法人申請用】様式３ 
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■交付申請【法人申請用】様式４  
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■交付申請【法人申請用】様式５  
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■予約申請【法人申請（共同申請）用】様式１  
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■予約申請【法人申請（共同申請）用】様式２ 
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■予約申請【法人申請（共同申請）用】様式２ ※同意事項 

 

 



 

52 

 

■予約申請【法人申請（共同申請）用】様式３ 
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■交付申請【法人申請（共同申請）用】様式１  
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■交付申請【法人申請（共同申請）用】様式１ ※同意事項 
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■交付申請【法人申請（共同申請）用】様式２ 
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■交付申請【法人申請（共同申請）用】様式３ 
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■交付申請【法人申請（共同申請）用】様式４ 
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■交付申請【法人申請（共同申請）用】様式５ 
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■蓄電システム指定工事費内訳書（別紙１） 
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■蓄電システム指定工事費内訳明細書（別紙２）ページ１ 
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■蓄電システム指定工事費内訳明細書（別紙２）ページ２ 

 


